
（令和3年2月1日改正）

2,970円

650円

1,870円

４kmまで 2,760円

４km超 3,060円

夜間往療 所定金額（加算金額含む） 100分の100円を加算

1日1回限り 2,940円

2部位以上（20%加算） 100分の20円を加算

1日1回限り 4,070円

2部位以上（20%加算） 100分の20円を加算

1日1回限り 2,940円

特殊マッサージ 100分の20円を加算

1日1回限り 130円加算

1肢につき 450円加算

1日1回限り 4,070円

4 1日1回限り 550円加算

5 1件につき 2,000円

　※マッサージの加算とする取り扱いとして同一部位に
　　マッサージ及び変形徒手矯正術（６大関節〈肩、肘、
　　手首、股関節、膝、足首〉を対象とし、1肢〈右上
　　肢、左上肢、右下肢、左下肢〉毎に算定する。）を
　　行った場合に限り、両方の料金を算定すること。

休業証明料

電気・光線器具による療法

はり又はきゅうとマッサージ併用

休日加算

時間外加算

施術料

はり・きゅう1術

はり・きゅう2術

マッサージ

変形徒手矯正術

基本料
往療料

労　災　保　険　の　料　金　表

　※変形徒手矯正術との併施は認められない。
マッサージに温罨法併用

1

2

3

初検料

2部位以上かつ
特殊マッサージ

100分の20円を加算


